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1アジェンダ

1.コスト配賦における当社考え
- 音声とデータ配賦の考え方
- その他、データサービスへの配賦比率を増やす場合の問題点や副作用

2.適正性確保、精緻化に向けた論点に対する当社考え
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2アジェンダ

1.コスト配賦における当社考え
- 音声とデータ配賦の考え方
- その他、データサービスへの配賦比率を増やす場合の問題点や副作用

2.適正性確保、精緻化に向けた論点に対する当社考え
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3【サマリ】コスト配賦における当社考え

当社は、トラヒック比を含む各設備のコスト・ドライバーに基づき、
合理的・適切に算出しています。

一律トラヒック比に基づいて算出することは不適切であると考えます。

論点
原価の精緻化に向け、「固定資産価額比」についてトラヒック比に基づいて算出すべきであ
ると考えられることを踏まえれば、レートベースの大宗を構成する「正味固定資産価額」につ
いても同様の考え方に基づいて音声・データ間で配賦することが適当ではないか。
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4接続会計の原則
費用を各設備区分に直課させ、または因果性（コスト・ドライバー）

に基づき合理的・適切に帰属（配賦）させること

※「電気通信事業接続会計研究会」報告書（概要）（1999年9月19日）より

当社は上記考えに基づき、
現行においても精緻に直課・配賦を実施
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5移動通信における固定資産価額比の基本的考え方

②需要増に対する設備投資①需要に拠らない
モビリティ・社会インフラとしての設備投資

移動通信の設備構築には以下2つの側面が明確に存在し、
トラヒック比のみで配賦することは不適切

また、開設計画においても人口カバー率や面積カバー率の達成が重視される

大量トラヒックにも安定的にサービス提供可能な
設備対応

トラヒック トラヒック

いつでも・どこでもサービス提供可能な
設備対応

移動

移動
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6【参考】特定基地局の開設指針、電波の有効利用評価方針
【開設指針】
四 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
１ 認定開設者は、認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日までに、総合通信局の管轄区域ごとの特定基
地局の人口カバー率（中略）が百分の五十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。
※第４世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件（平成26年総務省告示第347号）より

※ 令和4年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の調査結果の概要
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7周波数の特性に応じた設備構築

②高周波数帯①低周波数帯

主にエリアの面カバーに利用 主に高トラヒック対策/高速度化に利用

①②を同じ基準で扱うことは実態にそぐわない

①②を組み合わせた設備設計が必要（今後、②は高速エリアの面カバーにも利用）
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8【参考】周波数帯域毎活用イメージ（主要コストドライバイメージ）
構成員限り
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9【参考】エリア展開の主要設備

多様な設備の組み合わせにより、エリア展開(面＋密)実施

鉄塔局 建物局 災害対策
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10設備設計時の考慮事項

音声サービスが途切れないような
設備設計が必要

設備設計はトラヒックボリュームのみで行われるわけではない

ハンドオーバ 制御装置の容量設計 伝送装置等の容量設計
(ユーザプレーン）

【音声】

【データ】

ゆらぎを考慮したパケット伝送
音声はショートパケット

モビリティ制御装置等の容量設計は、
信号数・セッション数で実施

音声 データ

パケット

モビリティ
制御装置

加入者
データベース

容量設計はデータ量に加え、
パケット転送能力を考慮

音声はデータと比べ、以下特徴あり
ゆらぎ考慮のパケット伝送により、伝送
効率が劣る
ショートパケットのため、パケット転送能
力をより多く消費
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11固定資産価額比に関する当社配賦の考え方

各々で投資基準（因果性）に基づいた適切なコスト・ドライバーを適用
構成員限り
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12

移動通信 NGNコア設備（中継ルータ）

トラヒック多寡によらない投資
※エリア拡充のために必要な投資

需要（トラヒック）に応じた投資
※エリア・ロケーションは固定

移動通信設備とNGN設備の配賦基準の違い

トラヒックに依存しないエリア拡充が求められる「移動通信設備」
と当該性質の無い「NGNコア設備」の設計思想はそもそも異なり、

同一の配賦基準とはなり得ない

設備範囲・ネットワーク設計思想
の観点で異なるため、NGNの配
賦ドライバーと一致しない

≠
収容ルータ

サービスノード

基地局無線設備

エリアA エリアB エリアC

：音声・データコスト配賦対象
アクセスコストは
NGN対象外

・・・

・・・

・・・

中継ルータ ・・・
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13音声の特殊事情①重大事故基準
音声サービスの安定提供はデータ通信と比べ、相対的に社会的影響が甚大であり
より安定的な保守運営（最低限、元のカバレッジを維持する等）を求められる

「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン（第5版）」より抜粋

重大事故基準※も厳格且つ、
社会生活維持のため、
迅速な復旧が必須

※緊急通報を取り扱う音声サービスは、1時間・3万以上の影響がある場合、報告を要する重大事故となる
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14音声の特殊事情②技術基準
音声伝送役務に求められる技術基準も高く、
恒常的な設備投資・設備管理が必須

（特に緊急通報等音声サービス維持のための多大な追加コストが発生）

※「事業用電気通信設備の技術基準」より

ディーゼル発電機 LP発電機

12-24時間バッテリー対策
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15まとめ：音声とデータのコスト配賦における留意事項
以上より、 固定資産価額比の算出において、音声とデータ共通費用を

「トラヒックのみ」でコスト配賦することは不適切

従来どおり、コスト・ドライバー等に基づく合理的・適切な配賦（帰属）、
及び集計を維持することが必須

①

② 設備設計はトラヒックボリュームのみで実施するわけではない

③ 音声サービスのため、より安定的な保守運営等を求められる

④ 音声伝送役務は求められる技術基準が高く、
追加的な設備投資・管理が必須

（移動通信の性質や周波数特性等から）
トラヒック多寡に依らない面的カバーのための投資が必然的に多く存在
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16アジェンダ

1.コスト配賦における当社考え
- 音声とデータ配賦の考え方
- その他、データサービスへの配賦比率を増やす場合の問題点や副作用

2.適正性確保、精緻化に向けた論点に対する当社考え



© 2023 SoftBank Corp.

17音声役務の重要性
携帯電話の利用実態は過去10年ほぼ変化なく、
引続き国民生活や経済活動に不可欠なライフライン
（オプションサービス的な性質ではなく、基本サービス）
直近の音声トラヒック推移

• 携帯電話のトラヒックは過去10年でほぼ変動なし • 緊急通報の約6割は携帯電話からの発信
• 110番通報割合は過去10年で年々増加

※非常時における事業者間ローミング等に関する検討会（第1回）資料1-2より

緊急通報の利用状況

2,315 2,144 2,122 2,231 2,232 2,181 2,127 2,094 2,254 2,241

503 523 509 488 494 490 484 474 467 461

968
881 769 653 556 478 417 357 311 273

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

通信時間

※通信量からみた我が国の音声通信利用状況より

携帯・PHS発

IP電話発

固定系発 （単位：百万時間）
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18コスト回収における問題①（仮にトラヒック比に統一した場合）

現行の配賦比率

一律トラヒック比とした場合

音声の重要性に伴う投資と回収するコストが実態と乖離することで、
適正なコスト回収が妨げられる

減価償却費の場合

構成員限り
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19

ほぼ全額コストがデータ負担となる結果、
データ料金値上げやMVNOの接続料負担増となるリスク大

過去の政策の方向性（MVNOのデータ接続料低廉化目標等）と明らかに矛盾

当社ユーザ負担 当社ユーザ負担

<音声コスト> <データコスト>

接続事業者負担 MVNO負担

当社ユーザ負担

接続事業者
負担 MVNO負担

当社ユーザ
負担

当社ユーザ
負担増

MVNO負担増

コスト回収における問題②（仮にトラヒック比に統一した場合）
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20

実態と乖離した算定ルールで各社接続料単価の格差がなくなることにより、
市場支配力を有しない事業者に圧倒的不利益が生じ、

規模の経済が働く通信業界においては公正競争を歪める結果となる
（＝ビルアンドキープのルール化と同様）

音声コスト単価：100÷10＝10 音声コスト単価100÷5＝20

全国エリアカバーに必要な音声コストを100と仮定（エリア展開はユーザ規模に依らない）

A社（事業規模大） B社（事業規模小）

配賦比率を
トラヒック比に統一音声コスト単価：1÷10＝0.1 音声コスト単価1÷5＝0.2

コスト回収における問題③（仮にトラヒック比に統一した場合）
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21まとめ：データサービスへの配賦比率を増やす場合の問題点や副作用

①

②
音声サービスの重要性に伴う投資と回収コストが乖離することで

音声サービス提供に必要なコスト回収が妨げられる

③
ユーザ料金値上げやMVNO負担増となり、
過去の政策の方向性と明らかに矛盾

④

音声サービスは国民生活に不可欠なライフライン
(オプション的サービスではない)

接続料精算において市場支配力を有しない事業者が不利益を被り、
公正競争を歪める結果

音声サービスの重要性や、適切なコスト回収・負担の観点からも、
音声とデータのコスト配賦について「トラヒック」のみをドライバとするのは不適切
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22【再掲】コスト配賦における当社考え

当社は、トラヒック比を含む各設備のコスト・ドライバーに基づき、
合理的・適切に算出しています。

一律トラヒック比に基づいて算出することは不適切であると考えます。

論点
原価の精緻化に向け、「固定資産価額比」についてトラヒック比に基づいて算出すべきであ
ると考えられることを踏まえれば、レートベースの大宗を構成する「正味固定資産価額」につ
いても同様の考え方に基づいて音声・データ間で配賦することが適当ではないか。
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23アジェンダ

1.コスト配賦における当社考え

2.適正性確保、精緻化に向けた論点に対する当社考え
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242-1.予測値の算定方法の精緻化に向けた論点

論点 当社考え

パラメータ設定の考え方については、事業全体の傾向等の
抽象的な見込みではなく、より具体的かつ細かな粒度での
見込みを示すことにより、見込みとパラメータの設定との間の
因果関係を明確化する必要があるのではないか。

 当社は様式第17の４の２において、見込み（予測値）とパラメータ（予測値を算出するための計算方法・具
体的な値）の設定の関係性が分かるよう、「予測値の具体的な計算式等」 へ具体的かつ論理的に考え方を記
載し、「基礎的なものの具体的な値」へ具体的な数値を可能な限り細かな粒度で記載しています。

 また、パラメータの設定においては、当社は経年での増減要因についても可能な限り細かな粒度かつ具体的に様
式へ記載しているため、当社記載は見込みとパラメータ設定との間の因果関係の明確化に資するものと考えます。

※具体的なご報告内容は別紙１へ記載しています。

「予測値と実績値の差異」及び「予測値と予測値の差異」
が発生している場合においては、差異が発生する要因の分
析を行い、当該要因が一過性のものでないと考えられる場
合には、パラメータ設定の考え方に反映させることが必要で
はないか。

 「予測値と実績値の差異」及び「予測値と予測値の差異」の要因については、当社は細かな費用項目レベルで
乖離要因を確認し、様式第17の４の９へ記載しています。

 また、上述の粒度で「予測値と実績値の差異」及び「予測値と予測値の差異」を確認し、その要因が一過性のも
のではない場合、当社はパラメータ設定の考え方に反映しています。具体的には、

が12
月届出時の分析において明らかとなったため、 精緻化を図り、2月届出の値に反
映させるなど能動的に対応しています。今後も引き続き予測値の精緻化に向けた対応をしていく考えです。

※具体的なご報告内容は別紙２・３へ記載しています。

「予測値と実績値の差異」及び「予測値と予測値の差異」
に関するＭＶＮＯへの情報開示については、今後も積極
的な情報提供が必要であり、引き続きMNOによる情報開
示状況を確認することが適当ではないか。

 MVNOに対しては、予測値と実績値の差異及び予測値と予測値の差異について、算定根拠として総務省殿に
届出しているものと同様の内容を開示することとしています。

当該論点に対する当社の考えは以下の通りです。※赤枠は構成員限り
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25別紙１：様式第17の４の２（抜粋）
以下の通りパラメータの増減要因まで分かるよう具体的に記載

構成員限り
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26別紙２：様式第17の４の９（予実差分 抜粋）
構成員限り
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27別紙３：様式第17の４の９（予測差分）
構成員限り
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282-2.原価の適正性の確保に向けた論点

論点 当社考え

 ステップ２・３については、引き続き毎年度の届
出において各社の考え方及び方法を確認し、一
貫性が担保されていることを確認することが適当
ではないか。

 算定方法は、特別な事情等がなければ継続性の観点から基本的に変わらないものと考えている
ため、引き続き様式第17の４の10にてご報告するとともに、算定方法の変更等状況に変化が
あった場合には当該様式の備考欄へ記載する考えです。

 各費用項目を直課/配賦とする理由及び配賦と
した場合の配賦比率の算出方法については、備
考欄を用いて可能な範囲で説明することが適当
ではないか。

 また、配賦とした場合の配賦比率の算出方法については当社は既に備考欄へ全て記載していま
す（※重複の場合は省略可とされているため省略しています）。

 各費用項目を直課/配賦とする理由については、当社はシステムや管理会計等での管理におい
て特定可能なものは直課、特定できないものを配賦としており、当該説明を備考欄に記載するこ
との必要性は高くないと考えます。

※具体的なご報告内容は別紙4へ記載しています。

ステップ2・3の論点に対する当社の考えは以下の通りです。
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29別紙４：様式第17の４の10 （抜粋）
構成員限り
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302-3.利潤の予測の精緻化に向けた論点

論点 当社考え

 「投資その他資産」及び「貯蔵品」については、引き続き
予測の対象とする必要は認められないものの、今後もレー
トベース全体に占める割合の変化を観測し、一定の割合
を超過した場合には予測の対象への追加を検討すること
が適当ではないか。

 「投資その他資産」及び「貯蔵品」については、レートベースに占める割合が小さく予測接続料へ与える影響は軽
微であることから、現行通りの考え方で問題ないものと考えます。

 複数事業者で接続料の共同算定をする場合については、
移動電気通信役務に係る正味固定資産価額の総額が
明らかとなるように様式の追加を行うことが適当ではない
か。

 各社間の取引による相殺は様式第17の4の８の「貸借対照表の合算」にて記載しており、

 また、様式第17の4の６の「役務別指定設備帰属明細表（レートベースの正味固定資産の算定）」も上記と
同様の粒度で整理されていることから、

※具体的なご報告内容は別紙５・６へ記載しています。

 原価の精緻化に向け、「固定資産価額比」についてトラ
ヒック比に基づいて算出すべきであると考えられることを踏
まえれば、レートベースの大宗を構成する「正味固定資産
価額」についても同様の考え方に基づいて音声・データ間
で配賦することが適当ではないか。

 前述の通り、接続会計の原則は費用を各設備区分に直課させ、またはコスト・ドライバー等に基づき合理的・適
切に配賦（帰属）させ集計することであり、当社は上記考えに基づき、現行においても精緻に直課・配賦を実施
しています。

 具体的には、移動通信の設備構築には①需要に拠らないモビリティ・社会インフラとしての設備投資と②需要増
に対する設備投資が存在することや、設備設計はトラヒックボリュームのみで実施するわけではないことから、投資
基準（因果性）が異なるため、
という考えで適切なコスト・ドライバーを適用しています。

 また、音声サービスはより安定的な保守運営、高い技術基準が求められます。
 当社としては上記の通り考えであることから、原価だけでなく正味固定資産価額についても同様に現行の考え方

を維持すべきであり、また、音声サービスの重要性や適切なコスト回収の観点からも、一律トラヒック比に基づいて
算出することは不適切であると考えます。

当該論点に対する当社の考えは以下の通りです。※赤枠は構成員限り
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31別紙５：様式第17の４の８（抜粋）
構成員限り
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32別紙６：様式第17の４の６（抜粋）
構成員限り
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332-4.需要の適正性確保に向けた論点

論点 当社考え

 各社の設備運用方針については引き続き一貫性が確保
されているかとの観点から状況を注視することが適当では
ないか。また、今次提出のあった設備運用方針について
は、内容が十分に充実したものであるとは言えず、設備
運用方針に記載すべき内容について引き続き議論が必
要ではないか。

 当社は、最繁時トラヒックの数値などは様式第17の４の４にて報告しており、冗長分も含めた設備容量・仕様
上の性能限界値の具体的な値は追加提出資料にてご報告済みです。

 また、当社の設備の運用方針についても追加提出資料で説明しており、MVNOが冗長を確保する場合の取り扱
いは様式第17の４の４にて記載しています。

 当社としては上記の通り追加資料を含め、第６次報告書の整理に基づき今年度から必要なデータについてご報
告している考えですが、何を以て「内容が十分に充実したものではない」とされているかが不明確であること、また、
提示データは機微な内容を含むことから、報告対象とする内容については慎重にご議論いただきたいと考えます。

※具体的なご報告内容は別紙７・８へ記載しています。

 「原価と設備容量の関係」及び「冗長分も含めた設備容
量と最繁時トラヒックの関係」については、現時点で問題
は存在しないと考えられるものの、今後も引き続き確認し、
他社に比べて著しく設備容量が過大であると考えられる
社が現れた場合については、設備容量の設定方法につ
いて確認する等の措置が必要ではないか。

 接続料の観点では、「ネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総回線容量」（MVNOガイドライン
p.21）、すなわち現実的にトラヒックを流すことができる上限値を需要として設定していれば、その適正性は確保
されるものと考えます。

 設備容量については、各社のネットワークの伝送容量も含めた設備投資の結果、ネットワークの品質や安定性と
いったサービス競争がされているため、このような競争市場での各社の投資を比較して、過大や過少といった評価
ができるものではないと考えます。また、MVNOは利用するMNOのネットワークを選択する際、MNOのネットワーク
コストとサービス品質を踏まえ選択することも可能であることから、伝送容量の設定については競争市場に委ねるべ
きと考えます。

 音声接続料の需要の算定方法については、各社で大き
な違いがなく現時点では特段の問題は生じないと考えら
れるところ、今後算定の考え方に変更が生じた場合には、
総務省への報告を求めることが適当ではないか。

 算定方法は、特別な事情等がなければ継続性の観点から基本的に変わらないものと考えていますが、もしも算定
の考え方に変更が生じた場合は、届出時に総務省殿に説明します。

当該論点に対する当社の考えは以下の通りです。
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34別紙７：様式第17の４の４
構成員限り
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35別紙８：追加提出様式（データ）
構成員限り


